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第1 基本的方針 

 

１ 地域の概況 

本地域は，宮崎県の日南市（南郷区域），串間市，鹿児島県の鹿児島市（東桜島

地区，桜島区域），鹿屋市，垂水市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町，錦江

町，南大隅町，肝付町の 7 市 5 町で構成された，九州東南端の南に突き出した半島

であり，その面積は 2,540.96 ㎢，人口は 286,972 人（平成 22 年国勢調査）で，宮

崎，鹿児島両県の総面積の 15.0％，両県総人口の 10.1％を占め，人口密度は，両県

全体の人口密度 167.9人/㎢を大きく下回る 113.0人/㎢となっている。 

気候は，概して温暖多雨（年平均気温 17℃前後，年降水量 2,952mm）で，日照に

も恵まれており，常緑広葉樹林，亜熱帯植物群落等生物資源の豊富な地域となって

いる。 

本地域の大部分が肝属，高隈，鰐塚の山地と，シラス（軽石凝灰角礫岩）からな

る台地によって占められており，土地はやせている。 

半島は，霧島の山麓から細長く南北に伸び，佐多岬を最南端として東岸は日向灘

に連なり，西岸は鹿児島湾に面しており，笠野原をはじめとする広大な畑台地や，

森林，高原等利用可能な土地資源を多く有する地域となっている。 

また，鹿児島湾内では，桜島が大正 3 年の大噴火の際流出した溶岩で大隅半島と

地続きとなっている。 

河川は，霧島山麓に端を発する大淀川の上流が，北部を東進して宮崎県側に流れ

込み，高隈山地の小渓は，肝属平野で合流して肝属川等となり鰐塚山地からの福島

川等とともに志布志湾に注いでいる。 

鹿児島湾岸の雄川，神之川流域及び志布志湾岸に，縄文，弥生時代の遺跡や古墳

も数多く存在するほか，大化の改新頃は，熊襲あるいは隼人の本拠地といわれたと

ころでもある。その後幾多の消長を経て，中世島津氏により統一され，藩政時代も

大部分は薩摩藩の所領として明治維新に至っている。 
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また，藩政時代から肝属平野，笠野原，野井倉原などの開拓，用水が行われてい

るが，シラス，ボラの特殊土壌に阻まれ，所得，生産性の低い地域であった。こう

した状況を打開するため，大隅熊毛総合開発計画（昭和 23年），全国総合開発法に

基づく南九州特定地域総合開発計画（昭和 26年），地域住民との長年にわたる意見

交流を踏まえて策定された新大隅開発計画（昭和 55年）などに基づき，国，県によ

る地域振興のための取組が行われてきている地域である。 

 

大隅地域の構成市町 

市町名 面積（km2） 人口（人） 

日南市（南郷区域）    63.16  10,642 

串間市   294.98  20,453 

宮崎県小計   358.14  31,095 

鹿児島市（東桜島地区）    46.44   1,418 

       （桜島区域）    32.20   3,907 

鹿屋市   448.33 105,070 

垂水市   162.03  17,248 

曽於市   390.39  39,221 

志布志市   290.01  33,034 

大崎町   100.82  14,215 

東串良町    27.69   6,802 

錦江町   163.15   8,987 

南大隅町   213.61   8,815 

肝付町   308.15  17,160 

鹿児島県小計 2,182.82 255,877 

計 7市 5町 2,540.96 286,972 



- 3 - 

 

鹿児島市（東桜島地区）の面積は，「2010世界農林業センサス」による。 

上記以外は，「平成 22年国勢調査」による。 
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２ 現状及び課題 

（1）人口の動向 

本地域の人口は，昭和 30年国勢調査の 466,128人をピークに，平成 17年 302,616

人，平成 22 年 286,972人と減少を続けており，この 55年間に 179,156 人，38.4％

の減少となっている。この減少率は両県全体の約 3.6 倍という高いものであり，そ

の結果，7市 5町全てが過疎関係市町として公示されている。 

また，このような著しい人口減少が若年層を中心としたものであるため，人口減

少に伴い高齢化が進んできており，南部地域においては 50％を超える高齢化率とな

っているところもあり，若年層の定着が今後の大きな課題となっている。 

地域間においては，平成 17年と平成 22年を比較してみると，鹿屋市（鹿屋区域）

を除くすべての地域で人口が減少し，南部地域の錦江町（田代区域），南大隅町(佐

多区域)などにおいては，10％を超える非常に高い率で人口減少が続いており，地域

間で大きな格差が生じてきている。 

 

（2）経済・財政力 

産業別就業人口比率を平成 17 年と平成 22 年で比較してみると，第 1 次産業就業

人口比率は 23.0％から 20.9％へ，第 2次産業就業人口比率は 20.6％から 18.9％へ，

第 3次産業就業人口比率は 55.4％から 58.0％へと変化している。 

平成 22年における宮崎，鹿児島両県平均の数字と比較すると，第 1次産業就業人

口比率が高く（宮崎，鹿児島両県平均 10.6％），第 3次産業就業人口比率が低い（宮

崎，鹿児島両県平均 66.0％）ことがわかる。 

本地域の平成 24年度一人当たりの市町村民所得額は 214万円(鹿児島市(桜島区域

及び東桜島地区)，日南市（南郷区域）を含まない)と，両県平均の 233 万円を下回

っている。また，本地域(鹿児島市(桜島区域及び東桜島地区)，日南市（南郷区域）

を含まない)の財政力指数（平成 23年度から平成 25 年度の 3 か年平均）は 0.32で

あり，全国平均の 0.49と比較して低い。 
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（3）交通及び情報通信 

ア 交 通 

本地域は，東九州自動車道の曽於弥五郎ＩＣから鹿屋串良ＪＣＴ間及び大隅縦貫

道の串良鹿屋道路が平成 26年 12月に開通したところである。 

今後，高速交通網のミッシングリンクの解消を図るため，東九州自動車道，都城

志布志道路，大隅縦貫道の広域幹線交通網の調査・整備を促進し，鹿児島空港，宮

崎空港など域外との時間短縮が必要である。 

また，現状では，地理的な制約もあり，広域幹線交通網へのアクセスになお相当

の時間を要しており，この解消のために，今後とも，広域幹線交通網の整備と併せ

アクセスの強化，域内のネットワークを形成する半島循環道路等の整備を推進する

必要がある。 

地域内の道路網については，半島中央の鹿屋市を交通の要衝として，国道 220号

等が半島内各地を結んでいる他，国道 269号，448号，504号，224号や主要地方道

鹿屋吾平佐多線，志布志福山線，南之郷志布志線，垂水南之郷線，内之浦佐多線，

日南志布志線，市木串間線等が地域の主要交通路線となっている。 

このうち，国道 448号，主要地方道内之浦佐多線は，肝属山地や大隅沿岸及び日

南海岸の出入りの多い海岸線が南部及び東部の交通の大きな障害となっており，未

改良区間も多く残されていることから，この区間の整備が課題となっている。 

一方，高度経済成長期等に集中整備された道路施設が急速に高齢化するため，適

切な老朽化対策を推進する必要がある。 

港湾については，志布志港は，九州唯一の国際バルク戦略港湾（穀物）に選定さ

れており，南九州地域の物流拠点港湾として重要な役割を果たしている。背後圏に

おいても東九州自動車道等の広域交通体系の整備が進むなど，その重要性はさらに

高まっており，取扱貨物量は年々増加している。また，近年は外貿コンテナ貨物が

急増しており，新若浜地区多目的国際ターミナルの整備等，一層の国際物流拠点港
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湾としての機能向上が期待されている。 

その他の地方港湾については，地域の活性化と再生のため，その利用促進を図る

必要があり，防波堤等の整備や港湾施設の機能を維持するための整備など，各港湾

の状態に応じた整備が必要となっている。 

また，港湾施設の老朽化が進んでいることから，機能保全のための計画的な維持

管理が必要となっている。 

また，利用者の利便性向上のためのアメニティ空間の整備や薩摩半島及び宮崎県

南部地域との交通ネットワークの充実が課題となっている。 

地方バス路線については，地域住民の貴重な交通手段として運行されているが，

過疎化やモータリゼーションの進展に伴う利用者の減少などから，運行維持が困難

な状況となっており，地域住民の交通利便性を確保することが課題となっている。 

 

 イ 情報通信 

情報通信については，情報化の進展に対応するため，携帯電話や光ファイバ網等

の整備など，高度情報通信ネットワークの整備を促進する必要がある。 

また，インターネットを活用した情報発信やコンテンツ(情報の内容)制作に係る

人づくりなどを進める必要がある。 

 

（4）産 業 

 ア 農 業 

農業については，本地域の大部分がシラス等不良土壌に覆われているが，笠野原

台地をはじめ国営かんがい排水事業などによる農業基盤整備が進められ，水を利用

した生産性の高い営農が展開され，野菜等の産地化も進んでいる。 

また，我が国でも有数の畜産地帯で肉用牛，豚，ブロイラーについては，大規模

な畜産経営が展開されている。 

今後とも，本地域の農業が持つ有利性を最大限生かしながら，「かごしま食と農
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の県民条例に基づく基本方針」や「食と農の先進県づくり大綱」，「第七次宮崎県

農業・農村長期計画」等に基づく施策を総合的に展開し，「安心・安全・新食料供

給基地」の実現を目指して，本地域の農業の一層の振興を図る。 

 

イ 林 業 

林業については，森林面積が 1,625㎢と総面積の 64％を占め，スギを主体に人工

林化が進み，他の地域に比べて成熟度の高い林業地帯が形成され，今後，国産材の

供給基地としての発展が期待されている。一方，近年，木材需要は増大しているも

のの，林業就業者数の伸び悩みや木材価格の低迷など，引き続き厳しい経営環境に

ある。このため，担い手の確保・育成や森林施業の集約化の促進，生産基盤の整備，

木材の流通・加工体制の整備など，国産材の産地形成に向けた一層の取組が必要と

なっている。 

特用林産物については，主にシイタケ，エノキタケの生産が行われるとともに，

近年はシキミなど枝物の生産が伸びてきている。 

また，半島南部には，原生的な照葉樹林等貴重な森林資源が保全されており，こ

れらの総合利用による林業・山村の活性化が期待されている。 

 

ウ 水産業 

水産業については，鹿児島湾海域でカツオ餌料としてのカタクチイワシを対象と

した小型まき網，マダイ主体の一本釣漁業等が営まれている。半島東部海域は，ア

ジ・サバ・イワシ等を対象とするまき網漁業の主漁場となっており，内之浦湾では

定置網漁業も盛んである。また，志布志湾では，ヒラメ等を対象とした小型底びき

網，シラスを対象とした船曳漁業が盛んである。 

また，鹿児島湾の桜島周辺，垂水市，鹿屋市及び南大隅町(根占区域)や内之浦湾，

串間市ではカンパチ，ブリを主体とした養殖業が盛んである。 

一方，近海においては，カツオ一本釣漁業やまぐろ延縄漁業が，盛んに営まれて
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いる。 

しかし，近年，水産資源の小型化や減少傾向，漁場環境の悪化などが見られ，資

源管理や漁場整備が課題となっている。 

このため，地域特性を生かした資源管理型漁業を進めるとともに，漁場の整備開

発の推進，養殖業の振興を図るなど，競争力の強い特色ある産地づくりを進める必

要がある。 

また，ニーズの多様化に対応し，新製品の開発や流通・加工体制の整備を進める

必要がある。 

なお，内水面養殖業については，志布志市や大崎町，鹿屋市等において，ウナギ

養殖が盛んで全国有数の産地となっているが，ウナギ資源が減少していることから，

資源の保護・増殖対策が課題となっている。 

 

エ 商工業 

商業については，鹿屋市を中心に広い商圏が形成され，高い吸引力を示している

が，消費者ニーズの多様化，大型店舗の進出などにより市場競争の激化が進み，鹿

児島商圏や都城商圏への商品購買力の流出も見られる。 

工業については，志布志港臨海工業用地に穀物貯蔵施設，倉庫・運送業や配合飼

料製造業などが立地し，本地域の農畜産物の物流拠点を形成しており，内陸部には，

金型などの自動車関連企業及び電子関連企業が立地している。また，志布志港の港

湾機能と豊富な農林水産物等を生かした食品関連企業や飼料製造企業の立地が進ん

でいる。 

さらに，広大な畑作地帯や平成 27年度に新設された大隅加工技術研究センター，

鹿屋体育大学等の機能を生かし，豊富な農林水産物を活用した食品関連産業や健

康・医療産業のさらなる振興や，内之浦宇宙空間観測所の立地を生かした航空・宇

宙関連産業の立地が期待される。 
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オ 観光・国際交流 

観光については，本地域は佐多岬，都井岬，広大な照葉樹林，くにの松原，悠久

の森，猿ヶ城渓谷，神川大滝，雄川の滝，都井岬の野生馬，幸島の文化猿等の豊か

な自然環境・景勝地，全国で唯一の国立の体育大学「鹿屋体育大学」で展開される

様々なスポーツ活動，山陵，広く分布する古墳群，戦争遺跡等の歴史的資源，お釈

迦祭りや弥五郎どん祭り，都井岬火まつり，やぶさめ祭り等の様々な伝統行事，ル

ーピン祭りやばら祭り，ドラゴンボートフェスティバル等の様々なイベント，かの

やばら園，神川大滝公園，鹿児島県立大隅広域公園，宇宙空間観測所，鹿屋航空基

地史料館，輝北天球館等の特色ある観光関連施設など魅力ある観光資源を有してい

る。 

また，黒毛和牛・銘柄豚・地鶏やブリ・カンパチ，ピーマン・ばれいしょ等の農

畜林水産物を生かした食の宝庫としての地域の特性を有している。 

このような地域の特性を踏まえ，豊かな自然環境や良好な景観，歴史的資源，本

物の素材による食の魅力を生かした観光地づくりやグリーン・ツーリズム等の体験

型観光等を推進する必要がある。 

また，東九州自動車道やフェリー等を活用した薩摩半島など他地域との広域的な

観光ルートの形成等を進めるとともに，スポーツキャンプの誘致等にも取り組んで

いる。 

国際交流については，国際交流・協力の拠点施設であるアジア・太平洋農村研修

村の利用促進を図る。 

 

（5）水資源 

本地域は，比較的降水量に恵まれているが，地形及び地質特性から中・北部地域

と南部地域では，水資源の開発利用特性が異なっている。 

中・北部地域では，広大なシラス台地，丘陵が展開し，河川はシラス河川として

の特性から流況が比較的安定しており，また，地下水も豊富で，河川流域の低地で
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は多くみられる湧水が，生活用水をはじめ各種用水に利用されている。 

また，笠野原台地では，高隈ダムの建設による畑地かんがいにより，水を利用し

た生産性の高い営農が展開されている。 

一方，南部地域は，地形的に山地性であり，四万十層群や花崗岩類が基盤岩とし

て広く分布するという地質的特性により，地下水が乏しく，また，河川も狭小で，

水の開発利用面では島しょ的な性格が強いことから，現在，表流水を利用した水源

施設による畑地かんがい整備を行っているところである。 

 

（6）生活環境等 

 ア 生活環境 

本地域の中核都市である鹿屋市をはじめその周辺地域などで，都市的な生活環境

の整備に対する要請が高まっている。若年層の定住促進，観光客の誘致促進等のた

めにも，下水道等生活環境の整備を進める必要がある。 

下水道施設については，鹿屋市，大崎町，曽於市，串間市で整備が進められ一部

供用開始しており，その他の市町においても事業着手へ向けた整備区域，手法，ス

ケジュール等の策定に取り組んでいる。 

また，農業振興地域においては，生活排水による農業用水の汚濁防止等を図るた

め，農業集落排水事業を推進している。 

さらに，漁村地域においては，漁業集落環境整備事業等による漁業集落排水施設

の機能保全のための維持管理計画の策定を推進する必要がある。 

下水道の計画区域及び集落排水の供用開始区域外の地域においては，合併処理浄

化槽が普及しつつある。 

ごみ，し尿等の一般廃棄物については，施設の計画的かつ効率的な維持管理や更

新が課題となっている。 

 

イ 高齢者の福祉その他福祉 
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高齢化率が，全国平均より高い両県の中にあって，本地域においては，両県平均

を上回って高齢化が進んでいる。その要因は，基本的には平均寿命の伸長と出生率

の低下によるが，若年層を中心とした域外への人口流出等にも起因するもので，今

後とも高齢者の割合はますます高くなり，一人暮らしや寝たきり等の介護を要する

高齢者が増大することが見込まれている。 

また，少子化，核家族化の進行，児童虐待の増加等により，児童を取り巻く環境

が大きく変化する中，児童の健全育成や保育対策等に対するニーズが増大・多様化

してきており，次代を担う子どもたちが家庭や地域，社会の中で，心身ともに健や

かに育つ環境づくりが重要な課題となっている。 

さらに，障害者の高齢化や障害の重度・重複化が進む中，ノーマライゼーション

（障害をもつ人でも地域の中で普通に暮らせる社会づくり）の理念の浸透と障害者

の自立と参加意識の高まりに伴い，障害者のニーズも多様化してきており，それぞ

れの障害に対応した社会参加を支援するとともに，在宅福祉サービス，施設福祉サ

ービスの充実を図ることが必要となってきている。 

このほか，高齢者や障害者など援護を要する人たちに対する地域の支援体制づく

りが困難な地域もあるので，これらの人たちができるだけ住み慣れた家庭や地域で

安心して生活できる地域社会づくりが必要となってきている。   

保健医療については，少子・高齢化の進展，慢性疾患の増加等による疾病構造の

変化等から，住民の保健医療に対する需要は増大するとともに高度化・多様化して

いることから，生涯を通じた健康づくりの促進，地域における包括的な保健医療提

供体制の充実が課題となっている。 

 

 ウ 教育及び文化 

児童生徒数は年々減少してきており，これに伴い，学校の小規模化が進み，児童

生徒の集団活動の実施や社会性の育成が困難になるといった諸課題への対応など，

引き続き配慮が必要となっている。 
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また，生涯学習関連施設については，社会教育，文化・スポーツ，コミュニティ

等の施設の整備が進んできたが，活動状況には地域差が見られる。 

さらに，本地域においては，その地理的状況等から芸術・文化鑑賞の機会が少な

く，また，各地に残されている多様な伝統文化が，少子化の影響や若者の流出など

により，継承困難になってきている面もあるので，今後，芸術文化鑑賞機会の充実

や伝統文化の後継者育成等が必要となってきている。 
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３ 振興の基本的方向 

（1）基本的方向 

本地域は，食料供給基地づくりを目指した国営かんがい排水事業等の実施，産業

振興を支える研究施設の設置や良好な港湾条件を生かした国際・国内物流拠点づく

りなど，地域の振興に向けた諸施策の推進が図られている。 

こうした施策の展開とその成果を基礎に，今後の地域の一体的振興発展を図るた

め，地域の創意・工夫と主体的な取組のもとに，創造的で個性豊かな地域づくりを

進める。 

このため，半島先端地域の活性化にも十分配慮しながら，引き続き，地理的制約

条件の解消を図る東九州自動車道や半島循環道路などの交通・通信基盤の整備をは

じめ，都城市や日南海岸地域等との交流・連携の推進や基幹産業である農林水産業

の技術の高度化等による振興，新たなリーディング産業の創造，広域的な観光ルー

トの形成や快適で安全な生活空間の形成など，各般にわたる施策の広域的かつ総合

的な推進を図る。 

また，本地域が有する恵まれた自然環境や，農林水産業，景観，伝統文化など，

地域独自の各種資源を生かして交流人口を増加させ，地域おこし協力隊などの制度

を活用しながら，地域間交流を促進するとともに，移住の取組等を促進し，本地域

への定住を促進する。 

なお，本地域の振興に当たっては，かごしま将来ビジョンや宮崎県総合計画など

各種振興計画との機能分担を考慮し，計画相互間の調整を図りながら，また，関係

市町とも十分に連携を図りながら，施策の実施に努める。 

 

（2）重点施策 

以上の基本的方向に沿って，平成 27 年度から概ね 10 年間を計画期間として，次

に掲げる施策を重点的に進める。 
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 ア 人，もの，情報の交流ネットワークの形成 

鹿児島空港，宮崎空港など域外との交流を促進するため，東九州自動車道をはじ

め，都城志布志道路，大隅縦貫道の幹線道路網の調査・整備を促進するとともに，

域内の交流ネットワークの形成・強化を図るため，国道 269号等の半島循環道路や

国道 504号，さらに域内交通網の整備を推進し，域内外の交流の促進，連携強化に

努める。 

また，道路施設の老朽化が懸念されるため，長寿命化修繕計画に基づく計画的な

予防保全対策を推進する。 

また，地域の活性化と再生を図るため，円滑な海上輸送の確保や豊かな観光資源

を生かしたクルージングネットワークの形成に向け，必要な港湾施設の整備や既存

施設の老朽化対策の推進及び航路の充実に努める。 

さらに，志布志港においては，増加する外貿コンテナ貨物に対応するため，多目

的国際ターミナル等の整備・充実を進めるとともに，九州唯一の国際バルク戦略港

湾（穀物）としての整備を図るなど，国際物流拠点としての形成・強化を推進する。 

このほか，携帯電話や光ファイバ網等の情報通信基盤の整備，産業，教育，福祉，

医療，防災等の各分野における情報システムの導入など，地域住民が利用しやすい

高度情報通信ネットワークの整備促進を図り，本地域の発展を支える人，もの，情

報の流れの円滑化に努める。 

 

イ 地域産業の振興と新たなリーディング産業の創造 

・  農林水産業等基幹産業の振興 

南九州有数の畑作地帯，日本有数の畜産地帯，成熟度の高い林業地帯，沿岸漁業・

魚類養殖の基地としての特性を生かし，曽於，肝属地域の大規模土地改良事業によ

る畑地かんがい，半島東部，鹿児島湾口域における漁場の整備等の各種生産基盤の

整備やその高度な利用，創意と意欲に満ちた担い手の育成・確保対策や流通・加工

体制の整備を推進するとともに，付加価値の高いブランドの確立，技術の高度化等
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による競争力のある生産体制の確立に努め，新しい時代の消費者ニーズに対応した

収益性の高い農林水産業の一層の振興を図る。 

 

・  地域特性を生かしたリーディング産業の創造 

鹿屋体育大学，内之浦宇宙空間観測所などの立地を生かして，健康・スポーツ産

業の立地促進，航空・宇宙関連産業など新たな産業の導入・展開に努めるとともに，

志布志港の国際物流港湾としての機能，大隅加工技術研究センターの機能を生かし

て，食品加工業等地域資源活用型企業や臨海型企業などの誘致に努める。 

 

ウ 豊かな地域資源を生かした魅力ある観光地づくりと誘客促進 

地域の特性を踏まえ，豊かな自然環境や良好な景観，歴史的資源，本物の素材に

よる食の魅力を生かした観光地づくりやグリーン・ツーリズム等の体験型観光等を

推進する。 

また，東九州自動車道やフェリー等を活用した他地域との広域的な観光ルートの

形成等を進めるとともに，スポーツキャンプの誘致やアジア・太平洋農村研修村に

おける国際交流等に取り組む。 

 

エ 優れた自然環境の保全・活用と災害に強い地域づくり 

自然に対する人々の関心が高まる中で，汚れのない海や豊かな森林などは，将来

にわたって，ますます貴重なものとなっている。 

このため，自然環境の保全に努めながら，本地域の豊かな自然環境を生かした，

グリーン・ツーリズム等の取組を推進する。 

また，桜島火山対策，河川改修，急傾斜地崩壊防止対策等や地域住民の防災意識

の高揚など地域に即した防災対策の強化を図り，安全で災害に強い地域づくりに努

める。 
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オ 地域の創意工夫と共生・協働による活力ある地域づくりの推進 

地域の活性化を図っていくためには，地域間交流や国境を越えた広域的な交流・

連携も考慮しながら，地域の制約条件を越えて，時代の動向を踏まえた，新たな価

値創造への意欲をもった魅力ある地域づくりへの取組を一層推進していく必要があ

る。 

このため，国等の施策の導入等も図りながら，地域自らの創意工夫と主体的な取

組のもとに，個性ある地域づくり，様々な分野で地域の振興を担う人づくり，高齢

者や女性が進んで地域づくりに参加できる環境づくりなどの積極的な推進を図る。 

また，行政需要が多様化し，急速な少子高齢化が進展する中で，これまでのよう

に公共的なサービスを行政だけで担うことは困難になってきていることから，行政

だけでなく，地域の自治会，ボランティア，ＮＰＯ，企業など多様な主体が地域づ

くりの担い手となり，それぞれが連携・協力し，支え合うことにより，地域に必要

なサービスを提供する，共生・協働による活力ある地域社会づくりを推進する。  
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第 2 振興計画 

1 交通通信の確保 

（1）交通通信の確保の方針 

交通・通信体系の確保は，三方を海に囲まれ国土の幹線軸から遠く離れているな

ど，地理的条件が不利な半島地域の活性化や地域開発プロジェクト等を促進する上

で極めて重要な役割を果たすものであり，積極的にその確保を図る必要がある。 

このため，東九州自動車道や都城志布志道路，大隅縦貫道といった広域幹線交通

網の調査・整備を促進するとともに，これら広域幹線交通網と半島地域とを結ぶ半

島循環道路等や両県間の連携強化等を図る主要地方道等の整備を進める。 

また，地域内における住民の日常生活の利便性を高める生活道路の整備を図る。 

なお，これらの道路網の整備に当たっては，災害に強く，安全で信頼性の高い道

路づくりに努めるとともに，景観等に配慮した道路環境の整備，高齢者や障害者等

が安心して歩行できる歩道の整備，安全で円滑な道路交通を確保するための交通安

全施設等の整備等安全で快適な道路環境づくりを推進する。 

また，高度経済成長期等に集中整備された道路施設が急速に高齢化するため，適

切な老朽化対策を推進する必要がある。 

港湾については，円滑な海上輸送の確保や地域産業の振興及び利用者の利便性の

向上や豊かな観光資源を生かしたクルージングネットワーク（航路網）形成のため，

必要な港湾施設の整備を進めるとともに，既存施設の老朽化対策を推進する。 

また，志布志港においては，国際物流拠点港湾として，一層の機能向上を図るた

め，多目的国際ターミナル等の整備・充実及び国際バルク戦略港湾（穀物）として

の整備推進を図る。 

地域の公共交通については，地域住民の生活を支え，域内外の交流を活性化する

観点から，旅客流動の実態等を勘案しつつ，バス及び鉄道路線の確保を図る。 

情報化の推進については，高度情報化社会の進展に対応して，地域住民の生活や

産業等の各分野において，誰もが情報通信技術の恩恵を享受できるよう，その推進
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を図るとともに，情報化に対応できる人材の育成，情報通信基盤の整備など，地域

間，企業間，地域住民の間で格差のない情報化の推進のために必要な環境づくりを

進める。 

 

（2）交通施設の整備 

 ア 広域幹線交通網の整備 

（ア）高速交通網の整備  

九州縦貫自動車道と一体となり，大隅地域から九州東岸域さらには北部九州

地域へ直結する大動脈を形成し，鹿児島空港，宮崎空港など域外との交流を促進

する東九州自動車道や，都城志布志道路，大隅縦貫道の調査・整備を促進し，広

域的な国内交通ネットワ－クの形成に努める。 

 

（イ）国際物流拠点港湾志布志港の整備 

志布志港は，国内，国際物流拠点としての機能集積が進んでおり，今後の都

城志布志道路や東九州自動車道等の整備と相まって，地域開発の拠点としての役

割とともに，アジア地域を中心とした海外や国内各地との交流を促進する港湾と

しての役割が期待されている。 

そのため，志布志港の国際物流拠点港湾として一層の機能向上を図るため，

急増する外貿コンテナ貨物にも対応する多目的国際ターミナル等の整備を図る

とともに，臨港道路に直結する都城志布志道路など幹線道路の整備を促進し，背

後地の体系的な道路網の整備を図る。 

さらに，志布志港は畜産業を初めとする地域産業を支える重要港湾であり，

九州で唯一国際バルク戦略港湾（穀物）に選定されていることから，バルク船の

大型化に対応した港湾施設等の整備推進を図る。 

 

イ 域内交通網の整備 
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 （ア）道路の整備 

① 半島循環道路等の整備 

半島を循環する道路網として国道 269号等の国・県道の整備を進める。 

 

② 域内幹線道路の整備 

半島循環道路等の整備と併せて，日南海岸国定公園の観光道路としての災害

に強い国道 448号や，鹿児島空港へのアクセス道路となる国道 504号の整備，

さらに主要地方道市木串間線，都城串間線及び一般県道都井西方線の整備など，

地方都市間の円滑な交通を確保する道路として，地域内における交流・連携を

促進し，円滑な地域交通を確保するための道路の整備を推進する。 

また，バス路線を中心に域内道路の市・町道を，国・県道との有機的な連携

を図りつつ整備する。 

 

③ 防災機能強化のための道路の整備 

半島地域内の防災機能強化を図るため，災害時における避難の円滑化や救

助・救援活動，生活支援等に資する国・県道や市・町道の整備を進める。 

 

④ 道路施設の長寿命化対策 

道路施設の老朽化が懸念されるため，長寿命化修繕計画に基づく計画的な予

防保全対策を推進する。 

 

(イ)港湾及び航路の整備 

円滑な海上輸送の確保や地域産業の振興及び利用者の利便性の向上並びに豊

かな観光資源を生かしたクルージングネットワークの形成を図るため，志布志

港，桜島港，垂水港，鹿屋港，根占港等の整備を進めるとともに，老朽化した港

湾施設の計画的な維持管理を推進する。 
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また，福島港においては防波堤，物揚場等の機能を保全するため，防波堤の

嵩上げや物揚場の老朽化対策等を進める。 

 

（3）地域における公共交通の確保 

地域住民の利便性の確保に寄与するバス路線については，地方バス路線維持費補

助制度等を活用しながら，その運行維持に努めるとともに，地域の輸送需要に対応

した効率的な運行形態の導入を促進する。 

鉄道について，「ＪＲ日南線」は，半島東部地域と中核都市「宮崎市」を結ぶ重

要な公共交通手段であることから，沿線住民と一体となった利用促進運動を強力に

推進し，今後も維持存続を図る必要がある。 

このため，沿線のイメージアップやガイドマップの作成等により観光客を誘致す

るとともに，マイレール意識の醸成により地域住民の利用を促進するなど，在来線

鉄道の維持に努める。 

 

（4）情報通信関連施設等の整備 

ア 地域住民生活における情報化の推進 

高度情報化社会に適切に対応し，地域住民の利便性の一層の向上を図るため，保

健・医療・福祉，教育，生活，環境，交通等の地域住民の生活各分野における情報

化を進める。 

このため，行政事務のワンストップサービスの推進，道路情報システムなど各情

報システムのネットワーク化による地域住民への情報提供機能の充実，学校教育等

におけるテレビ会議システム等の導入など，地域住民が利用しやすい多様な情報シ

ステムの導入を図る。 

また，この情報システムの恩恵を地域住民が等しく享受できるよう，学校教育に

おけるインターネット利用を促進するとともに，情報の活用に関する教育や講習の

機会の確保などを図る。 
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イ 産業における情報化の推進 

高度情報化社会の進展や情報通信技術の革新に伴う新たな産業の創出，流通形態

の変化など産業構造の変化に適切に対応し，地域産業の一層の振興を図るため，工

業，商業・サービス業，観光，農林水産業等の地域産業分野における情報化を進め

る。 

このため，（公財）かごしま産業支援センターや（株）鹿児島頭脳センター等の

活用により，中小企業の情報化を促進するとともに，電子メールを利用した観光・

特産品等の情報提供システムなど，地域産業を支援するための各種情報システムの

整備を図る。 

また，今後，成長が期待される情報通信関連産業分野において，域内企業の育成

や企業立地を推進する。 

さらに，産業の情報化に対応できる高度な情報通信技術や知識をもった人材を育

成するため，（公財）かごしま産業支援センター等においてコンテンツクリエータ

ー（情報内容の製作者）等の育成や高度情報処理技術の研修等を行う。 

 

ウ 情報通信基盤の整備 

情報化の進展に伴う様々な便益を地域住民が等しく享受できるよう，情報通信基

盤の整備を進める。 

このため，携帯電話等の移動体通信基盤や光ファイバ網の整備等の促進を図る。  
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２ 産業の振興及び観光の開発 

（1）産業の振興及び観光の開発の方針 

本地域においては，畑地かんがいなど農業基盤の整備により，南九州有数の畑作

地帯，日本有数の畜産基地が形成されている。 

このため，本地域の農業が持つ有利性を最大限生かしながら，「かごしま食と農

の県民条例に基づく基本方針」や「食と農の先進県づくり大綱」，「第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画」等に基づく施策を総合的に展開し，「安心・安全・新食

料供給基地」の実現を目指して，本地域の農業の一層の振興を図る。 

今後とも，広大な畑地やかんがい施設を生かして，畑作野菜産地の育成に努め，

かごしまブランド品目及びみやざきブランド品目などの一層の産地の強化や環境に

やさしいクリーンな茶づくりなどを進める。 

また，経営規模の拡大やかんがい施設の整備等を進め，高生産性優良農業地域の

形成を図る。畜産については，家畜排せつ物処理施設の整備等により周辺環境との

調和を図りながら，優良種畜の確保や飼養管理技術の向上と生産コストの低減を図

る。 

また，肉用牛改良研究所，宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場の研究機能の強

化に努め，研究成果の実用化を促進するなど，食と農の先進地域づくりを推進する。 

林業については，人工林の間伐や伐採跡地の再造林などを推進し，森林資源の充

実に努めるとともに，林業担い手の確保・育成や施業集約化の促進，林道など生産

基盤等の整備，木材の流通・加工体制の整備を図り，スギを主体とした生産性の高

い林業地帯の形成に努める。また，シイタケ，エノキタケ等の特用林産物の振興に

努めるほか，森林の公益的な機能の充実や照葉樹の森など住民が身近に親しめる緑

空間の整備を図る。 

水産業については，沿岸・沖合域において，漁場の整備開発，栽培漁業，適切な

資源管理の実践等を推進するほか，適正養殖により養殖漁場の持続的な利用と安定

的な生産を図る。 
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また，水産物の消費や流通の多様化に対応するため，流通加工関連施設の整備や

水産物の高付加価値化を進めるとともに，新たな技術の研究開発と実用化を推進す

る。 

さらに，漁業経営の安定と活性化のため，漁業後継者の育成等に努めるとともに，

漁港・漁村の基本施設の整備を進める。 

商業については，商店街を核とした共生・協働型のまちづくりの活性化を図るた

め，商工団体，地域住民，ＮＰＯ，行政等が連携した推進体制を整備する。 

工業の振興については，志布志港の国際物流港湾としての機能，大隅加工技術研

究センターの機能を生かし，地域の農林水産物等を活用した食品製造業や臨海型企

業の生産技術，品質向上，生産体制の整備を図る。 

また，内之浦宇宙空間観測所，鹿屋体育大学及び宮崎県総合農業試験場亜熱帯作

物支場との連携・活用を図り，航空・宇宙産業，健康・スポーツ産業の導入・展開

等に努めるとともに，大隅加工技術研究センターの機能も生かしながら，地域の豊

富な農畜水産物等の地域資源を活用した新たな産業おこしや地域産業の技術高度化

等を推進する。 

企業立地については，企業の立地動向やニーズを見極めながら，次世代の基幹産

業となる「自動車・電子・食品」の重点３分野及び今後成長が期待される「環境・

新エネルギー産業」や「健康・医療産業」，「バイオ関連産業」等の立地を促進す

るとともに，域内製造拠点のマザー工場化や域内での投資促進など，域内企業の成

長を支援する。 

また，内発型の産業振興を図るため，域内における創業や企業の新たな分野への

進出，規模拡大等による立地を支援する。 

地場産業については，地域資源や伝統技術の活用により，消費者ニーズに対応し

た魅力ある商品開発等を促進するとともに，新たな地場産業の育成を促進する。 

観光の振興については，農林水産業，サービス産業等地域産業への波及などの面

で，本地域の振興にとって今後一層重要な役割を担うものと期待されていることか
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ら，豊かな自然や良好な景観，歴史的資源，本物の素材による食の魅力を生かした

観光地づくりやグリーン・ツーリズム等の体験型観光等を推進する。 

 

（2）農林水産業の振興 

 ア 農業の振興 

（ア）豊かな生活を創る農畜産物の生産 

広大な畑地と畑地かんがい施設を生かし，両県のブランド品目であるピーマ

ン，きゅうり，マンゴーや，かごしまブランド品目のばれいしょ，スプレーギク

等，みやざきブランド品目の完熟きんかん，日向夏等の一層の産地強化を図ると

ともに，だいこんやキャベツ，ごぼう等の露地野菜の振興，ハウスみかん，不知

火等を中心とした施設園芸を振興する。 

また，茶の産地拡大やクリーンな茶づくりを進めるとともに，消費者が茶に

ふれあい，茶に親しむ活動を推進する。 

さらに，さつまいもは，青果用，焼酎用，でん粉用等，用途別需要の動向に

即した生産を進める。 

水田地帯においては，需要に応じた米づくりと水田の有効利用により，生産

性の高い水田農業の確立を図る。 

畜産については，生産コストの低減を図るとともに，「人・牛・飼料」の視

点にたって，担い手の確保，肉用牛繁殖雌牛の増頭，飼料増産などの取組により，

生産基盤の強化と経営の安定的発展を目指す。 

 

（イ）安心・安全な食の供給 

健全な土づくりと化学肥料・農薬の使用量を低減するための技術を推進する

とともに，堆肥生産施設等の計画的な整備を促進し，環境にやさしい農業を展開

する。 

また，「かごしまの農林水産物認証制度」，「みやざきブランド商品ブラン
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ド認証制度」やトレーサビリティシステムの導入・普及，「鹿児島県食の安心・

安全推進条例」及び「宮崎県食の安全・安心推進条例」に基づく食品の検査体制

や食品表示等に係る監視指導体制の充実・強化など，消費者に安心を与える取組

を推進する。 

さらに，地場消費の積極的な拡大や産地育成を図るとともに，消費者との交

流による地産地消の推進や地域の食文化や農林水産業等について学ぶ食育を推

進する。 

 

（ウ）農を育む人と土地の構築 

人・農地プランの定期的な見直しを推進し，担い手（認定農業者，認定新規

就農者，集落営農）の確保・育成を進めるとともに，女性リーダーの育成や高齢

農業者の活動促進を図る。 

また，地域ぐるみで農地，農業用機械・施設，労働力を効率的に活用する仕

組みづくりを推進する。 

農地中間管理事業，農業委員会による農地のあっせん活動などによる担い手

への農地の集積・集約化の取組を推進する。 

また，農業委員会の農地パトロール等を通じて，農地の利用状況の把握に努

めながら，日本型直接支払制度その他の各般の事業の活用を促進し，耕作放棄地

の発生防止・解消に取り組むとともに，農業振興地域制度の適切な運用を推進す

ることにより，優良農地の確保を図る。 

さらに，曽於・肝属地域の大規模土地改良事業等による畑地かんがい施設の

整備等により高生産性優良農業地域の形成を図るとともに，水・土等の地域資源

の適切な保全・管理を行う地域管理の仕組みづくりを進め，土地改良施設につい

て，安心・安全に利用し続けることができるように長寿命化対策を進める。 

 

（エ）農の発展を支える技術と支援 
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肉用牛改良などの試験研究機関による研究・開発を推進するとともに，農業

者のニーズ及び地域の課題を踏まえた効果的な普及指導活動を展開する。 

また，農地・農村の防災減災対策や防災営農施設の整備を計画的に進めると

ともに，鳥獣被害の防止については，ソフト・ハード両面の対策を進め，農村地

域の安全と安定的な農業生産を確保する。 

 

（オ）新しい農村社会の創造 

農村集落と大学やＮＰＯなどの地域外の多様な主体とが協働で取り組むむら

づくりや日本型直接支払制度を活用した地域資源の保全を推進するとともに，グ

リーン・ツーリズム等の受入体制の充実・強化を図る。 

 

（カ）農畜産物の販売対策等の推進 

農畜産物等の販路拡大につながる販売促進活動を展開するとともに，輸出を

促進する。 

また，大隅加工技術研究センターにおける技術支援や人材育成の取組などを

通じた農業の６次産業化の推進や，地理的表示保護制度等の積極的活用により，

農畜産物等の付加価値の向上を図る。 

 

イ 林業の振興 

（ア）林業経営の活性化 

高隈，国見山系及び南那珂山地を中心に，スギを主体とした人工林の間伐や

伐採跡地の再造林，立地条件や地域特性に応じた広葉樹林の整備や針広混交林化

などを進め，森林資源の充実に努めるとともに，森林基幹道海潟麓線や森林管理

道御在所岳線，万九郎中央線等の基幹的な林道及び集落間林道北方本城線の整

備，作業道等の整備や，高性能林業機械の導入促進など生産基盤等の整備を推進

する。 
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また，シカやイノシシなどの野生鳥獣による林業被害防止のために，有害鳥

獣捕獲及び被害防止施設等の整備に努める。 

さらに，森林組合など林業事業体の体質強化に努めるとともに，（公財）鹿

児島県林業担い手育成基金等や宮崎県林業担い手育成関連事業を活用して，林業

就業者の就労条件の改善や新規就業の促進を図るなど林業担い手の確保・育成に

努める。 

このほか，森林施業や木材生産の合理化等を図るため，森林施業プランナー

等の育成・強化などによる森林施業の集約化を促進する。 

 

（イ）木材産業の振興と木材需要の拡大 

木材乾燥施設などの整備を促進し，高品質なかごしま材，宮崎県産木材の供

給体制づくりを進めるとともに，地域材利用による木造住宅の建設促進やモデル

的な木造施設の整備，木材利用の PR活動等に努め，木材産業の振興と木材需要

の拡大を図る。 

 

（ウ）特用林産物の産地づくり 

シイタケや枝物などの主産地として，引き続き生産施設等の整備，銘柄の確

立に努め，産地化に向けた取組を促進する。 

 

（エ）多様なニーズにこたえる森林づくり 

治山施設の設置や森林整備を実施する治山事業を計画的に推進し，国土の保

全，水源のかん養など森林の公益的機能の充実を図る。 

また，半島南部の稲尾岳，木場岳を中心とする一帯において，貴重な照葉樹

林をはじめとする森林や林業を幅広く学習できる施設として，照葉樹の森が整備

されていることから，今後とも，照葉樹林等を保全しながら住民の保健休養や森

林学習等の拠点的な場としてその活用を図る。 
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ウ 水産業の振興 

（ア）つくり育てる漁業の推進 

半島東部及び鹿児島湾口域において，魚礁設置等による漁場の整備を進める

とともに，回遊性資源の広域放流や磯根資源等の放流を推進する。 

鹿児島湾，志布志湾等においては，マダイ，ヒラメ等の種苗の放流や魚礁の

設置，幼稚魚の保護・育成のための藻場造成を進め，漁船漁業の振興を図る。串

間市及び日南市（南郷区域）では，ヒラメ，カサゴ等の種苗を引き続き放流し，

適切な管理を促進する。 

さらに，水産資源の保護・培養と適正な資源管理により，安定的な漁業生産

の維持向上による漁船漁業の振興を図る。 

また，（公財）かごしま豊かな海づくり協会や（一財）宮崎県水産振興協会

等の種苗生産供給体制の充実を図る。 

養殖業については，桜島，垂水市，鹿屋市，肝付町，串間市等において，環

境の保全に留意しながら適正養殖を促進するとともに，主要産地において魚類防

疫体制の強化を図る。 

内水面においては，志布志市，大崎町，鹿屋市等において，豊富な湧水等地

域特性を生かした内水面養殖業の振興を図る。特にウナギ養殖については，資源

の保護・増殖対策等を推進する。 

 

（イ）多様な流通加工体制の整備 

消費や流通の多様化に対応するため，水産物簡易加工処理施設，水産物荷捌

き施設及び展示販売施設等の流通加工関連施設を整備し，水産物の高付加価値化

を進める。 

また，水産物の販売活動を促進する事業策を活用した魚食普及や消費拡大を

促進する。 
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（ウ）これからの漁業を支える新技術の確立 

栽培漁業技術，漁海況情報等の先端技術を活用した新たな水産技術の開発研

究と実用化を促進する。 

 

（エ）漁業経営の安定と活性化 

制度金融の充実や漁業近代化施設の整備を進めるとともに，担い手の育成・

確保対策，漁業研修の充実，漁業協同組合の計画的な合併推進や事業基盤の強化

対策を進める。 

 

（オ）活気に満ちた漁港・漁村の整備 

海潟漁港及び牛根麓漁港については，本地域でも有数の養殖業の基地として

養殖支援施設の整備を促進し，内之浦漁港については，避難港としての機能強化

を図るとともに，沿岸漁業の基地としての計画的な施設整備を行う。都井漁港に

おいては，水産基盤整備を推進するとともに，宮崎県南部の防災拠点としての機

能強化を図る。また，目井津漁港については，近海漁業の基地として，宮之浦漁

港については，地域の避難港としてその機能強化を図る。 

さらに，地域の中核的な漁業基地である伊座敷漁港等についても地域の漁業

実体に即した基盤整備を進め，漁村の活性化を図る。 

なお，今後は，漁港施設の老朽化が懸念されることから，計画的に既存スト

ックの長寿命化に努める。 

 

これら本地域の基幹産業である農業，林業及び水産業は，単に食料等の生産機能

ばかりでなく，都会に住む人たちが土や木や水に親しみ，触れ合うことによって，

地域間交流を促進する手段にもなるものであることから，農林水産業と観光業との

連携にも十分に配慮するものとする。 



- 30 - 

 

 

(3)商工業の振興 

ア 商業・貿易の振興 

アジアを中心とする海外との貿易の振興を図るため，志布志港における多目的国

際ターミナルの整備，南九州の国際物流拠点としての機能集積を図る。 

また，商店街を核とした共生・協働型のまちづくりを推進し，今後とも国や関係

市町等と連携を図りながら，地域の創意と工夫に満ちた魅力ある商店街づくりにつ

いて支援していく。 

 

イ 地場産業の振興 

各地域の商工会議所・商工会や鹿児島ブランド支援センター等を活用し，消費者

ニーズの多様化・高度化に対応した｢売れる商品づくり｣を支援するとともに，地域

の豊富な農林水産資源を活用した食品加工業等地域資源活用型産業の振興や新たな

地場産業の育成を促進する。 

また，県産品愛用運動，地産地消県民運動等により地域産品の域内需要の拡大を

図るとともに，道の駅等を活用した販路拡大に努める。大消費地においては，かご

しま遊楽館や新宿みやざき館 KONNE等のアンテナショップや物産展の開催により，

地域産品の紹介・販売や流通情報等の収集・提供に努めるなど，主要特産品の販路

対策を促進する。 

 

 ウ 工業の振興 

（ア）工業の振興 

地域企業の技術力の高度化，経営基盤の安定に努め，地域資源を利用した付

加価値の高い製品の研究開発や販路開拓等を進める。 

また，研究開発型企業や下請企業等に対する人材の育成，技術指導等に努め

るとともに，鹿屋体育大学や宮崎大学等との産学官連携や異業種交流等の促進，
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地域内外との技術・情報の交流を積極的に進め，新製品・新技術の開発，新事業

への展開を促進する。 

さらに，デザイン情報の収集・提供，啓発・普及に努めるとともに，地域産

業のデザイン開発力の強化を図る。 

東部地区においては，産学官の連携や農林水産資源等の地域資源を最大限に

活用した工業開発を行う。 

 

（イ）産業技術の高度化 

大隅加工技術研究センターの機能を生かし，農産物等の新たな加工，流通貯

蔵技術の研究開発を行うとともに，施設を加工事業者等に開放し，新たな加工品

の試作・研究・開発や販路拡大等を推進することにより，新たな特色ある産業お

こしを積極的に推進する。 

また，地域産業の技術高度化を促進するため，（公財）かごしま産業支援セ

ンターや（公財）宮崎県産業振興機構の機能充実による新たな技術開発支援，産

業おこし，高度技術をもつ人材育成・確保を推進する。 

さらに，工業技術センター等試験研究機関等における研究開発や技術支援機

能の一層の充実・強化を図り，地域産業のニーズに即した技術開発を推進する。 

このほか，(株)鹿児島頭脳センター及び宮崎県工業技術センター等の活用に

より，地域産業の高度化を進める。 

鹿屋高等技術専門校については，技術の高度化や企業ニーズに対応した職業

訓練の充実を図る。 

 

エ 企業の立地対策 

大隅加工技術研究センターや鹿屋体育大学等の機能や豊富な農林水産物等の地域

資源を生かした食品関連企業，健康・医療産業の立地や重点分野である自動車・電

子関連企業，今後成長が期待される「環境・新エネルギー産業」，「バイオ関連産
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業」等の立地を促進する。 

また，内之浦宇宙空間観測所の立地を生かし，航空・宇宙関連産業の立地を促進

する。 

さらに，内発型の産業振興を図るため，域内における創業や企業の新たな分野へ

の進出，規模拡大等による立地を支援する。 

 

 オ 再生可能エネルギーの導入 

地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入を促進する。 

 

（4）観光の振興等 

 ア 串間・日南市（南郷区域）の観光振興 

大隅地域の東岸に位置し，我が国初のロードパークとして指定を受けた「日南海

岸国定公園」を擁する串間・日南市（南郷区域）は，太平洋を一望する雄大な景観

や天然記念物の御崎馬・ソテツ自生地などの貴重な自然資源に恵まれる都井岬をは

じめ，幸島の文化猿，宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場，道の駅なんごう，石

波の海岸樹林，九州最大級の珊瑚，ジャカランダの森などの多彩な観光資源に恵ま

れている。 

また，サーフスポットとして有名な恋ヶ浦をはじめ，高松海水浴場，栄松ビーチ，

数々のフィッシングポイントやダイビングポイントなどのマリンスポーツ資源や豊

富な農林水産資源にも恵まれている。 

このため，今後の当地区における観光の振興においては，こうした多彩な地域資

源を改めて見直し，最大限に活用することで，エコツーリズム等の体験・交流型観

光の促進など，訪れる人たちに「癒し」や「感動」を与える観光地づくりを促進す

る。 

さらに，域内の資源を大隅・桜島地区や日南海岸地域の豊富な観光資源とも連携

させ，九州新幹線を組み込んだ魅力の高い広域観光ル－トを形成するとともに，九
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州観光推進機構などとの連携による国内外に向けた効果的な情報発信と Wi-Fi設置

を行っていくことにより，当該地区への入込客の増加を図る。 

また，こうした取組に加え，スポーツに適した環境を生かしたキャンプ・合宿な

どの誘致促進のための取組も強化し，交流人口の拡大を促進する。 

 

イ 大隅・桜島地区の観光振興 

（ア）魅力ある癒しの観光地づくり 

競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため，豊かな自然環境，歴史的資

源，伝統行事，観光関連施設などの観光資源や食の宝庫としての地域の特性を生

かし，大隅地域スポーツ合宿の拠点整備や，本土最南端の地として全国的にも有

名な佐多岬とその周辺地域の観光拠点としての整備など，個性的で潤いのある街

並み景観や沿道整備などハード面の整備をすすめるとともに，地域の新たな観光

資源の発掘に努め，グリーン・ツーリズム等の体験型観光等の推進など，ソフト

面の取組と併せて，癒しの観光地づくりを進める。 

桜島ビジターセンターの運営など，観光地における環境の保全を図り，豊か

な自然環境と共生する持続可能な観光地づくりに努める。 

 

（イ）国内外からの誘客促進 

マスメディアやインターネットなどの各種メディアの活用による効果的・戦

略的な情報発信等により知名度を高めるとともに，宮崎県や薩摩半島など他地域

との広域的な観光ルートの形成など広域的な取組，修学旅行の誘致，温暖な気候

や全国で唯一の国立の体育大学「鹿屋体育大学」の立地等を生かしたスポーツキ

ャンプ・合宿の誘致等により，観光客の来訪を促進する。 

また，経済成長が著しいアジア地域を中心とした海外からの誘客の強化を図

るため，各種誘客促進に向けた取組や受入体制の整備を推進するほか，アジア・

太平洋農村研修村等における国際交流等に取り組む。 
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（ウ）「おもてなし先進県鹿児島」づくり 

地域を訪れる誰もが，安心・安全に快適な観光を満喫できるよう，親切で分

かりやすい案内標識等の整備や情報提供，温かく迎え入れるホスピタリティ（心

のこもったおもてなし）の向上など，受入体制の充実を図る。 

また，関係団体との連携を図りながら，地域の魅力を語れる人材や観光ボラ

ンティアガイドなど，観光立県の実現に寄与する担い手の育成を図る。 

 

（5）その他の施策 

 ア 宇宙関連産業の誘致等 

本地域には，我が国にある二つのロケット打上げ施設の一つである内之浦宇宙空

間観測所があり，我が国の宇宙科学研究の拠点となっている。 

宇宙関連産業は付加価値が高く知識集約型で技術波及効果も大きいことから，そ

の積極的な誘致に努めるとともに，打上げ施設の整備促進等により，宇宙科学に関

連した研究機能等の充実を図る。 

 

 イ 健康・スポーツ産業の立地促進 

本地域には，我が国唯一の体育系国立大学である鹿屋体育大学が立地しているほ

か，地域住民の生涯を通じた健康づくりを総合的に支援する拠点施設としての「健

康増進センター」や，地域の中枢的病院として民間医療機関で対応困難な高度医療

や救急医療を提供する「鹿屋医療センター」が設置されている。 

今後，これらの立地を生かして産学官の連携による技術開発等を促進するととも

に，他地域と結ぶ交通基盤の整備を進めながら，健康・スポーツの交流拠点を形成

し，健康・スポーツ産業の立地促進を図る。  
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３ 就業の促進 

（1）就業の促進の方針 

鹿児島県の有効求人倍率は，平成 22年度の 0.46倍から平成 27年 4月には，0.87

倍と改善しているが，全国平均を 0.30ポイント下回っており依然として格差がある。 

また，本地域（宮崎県日南市（南郷区域），串間市を除く）における平成 27 年 4

月の有効求人倍率（対象原数値）は，0.78 倍で，鹿児島県平均を下回っており，隣

接する姶良・伊佐地域では 0.70倍と地域間でも格差がある。 

宮崎県の有効求人倍率は，平成 22年度の 0.49倍から平成 27年 4月には，0.99倍

と改善しているが，全国平均を 0.18ポイント下回っている。また宮崎県日南市（南

郷区域），串間市の平成 27 年 4 月の有効求人倍率（対象原数値）は 0.86 倍で，宮

崎県平均を下回っている。 

このように両県は，離島や半島などの地理的ハンディキャップが大きく，中小企

業のウェイトが高いこと等から，新規高卒者の約半数が県外に就職するなど，厳し

い雇用情勢にあるため，新規学卒者の就職対策や若年者のＵＩＪターンの促進など

が求められている。 

    

（2）就業促進対策 

ふるさとでいきいきと働ける環境をつくり，地域の活性化を図るため，産業おこ

しの推進等による新規雇用の創出や多様な就労ニーズに応じた雇用機会と公正な待

遇の確保，多様な職業能力開発ニーズに応じた支援体制の充実などに取り組む必要

がある。 

そのため，雇用情勢や地域の職業訓練ニーズ等を踏まえ，関係行政機関や民間教

育訓練機関など多様な主体が連携をとりつつ，必要な職業訓練を実施する。 

新規学卒者，求職者に対しては，職業に必要な能力を開発し向上させるために，

鹿児島県が設置した鹿屋高等技術専門校において，職業訓練を実施する。日南市（南

郷区域），串間市においては，宮崎県が実施する委託訓練により，職業訓練を実施
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する。 

また，離転職者等に対しては，職業に必要な技能を習得させるために，パソコン・

実務，介護・福祉等の訓練を民間教育訓練機関に委託し，再就職の促進を図る。 
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４ 水資源の開発及び利用 

（1）水資源の開発及び利用の方針 

水資源の賦存状況等地域の実情に応じた水資源の確保策を講じることとし，地下

水等による農業用水源や水道水源の確保，水源かん養林等の整備による水源の保全

を図りながら，水資源の適正利用を進める。 

 

（2）水資源確保対策 

中・北部地域においては，流況が比較的安定している肝属川，菱田川等の河川水，

豊富な地下水，各所に見られる湧水を，今後とも生活用水，工業用水等の主要な水

源として適正に利用するとともに，国営かんがい排水事業において建設されたダム

により，農業用水資源の安定確保を図る。 

南部地域については，地下水が乏しく，また，河川は流域面積が狭小で，ダム建

設適地にも恵まれないことから，水源地域の森林の整備を推進するとともに，ミニ

ダム等の貯留施設を整備し，水資源の確保に努め，また，畑作地域の農業用水とし

ては，効率的な河川水利用による水資源の確保を図る。 

 

（3）水資源の利用 

安心で安定した水道水を供給するため，水道施設の統合や計画的な水道施設の更

新などによる水道施設の整備を促進するとともに，効率的な畑地かんがいにより生

産性や収益性の高い営農の展開を目指す。 

また，水田のパイプライン化による節水型のかんがい方式を推進する。 
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５ 生活環境の整備 

（1）生活環境の整備の方針 

快適で魅力ある地域社会を形成するため，都市，農山漁村を通じ良好な生活環境

の整備を図る。特に，近年は若年層だけでなく，住民全体の快適な生活環境に対す

るニーズが高まってきており，さらに，都市住民等との交流を促進するためにも，

都市的な機能を有する生活環境の整備が重要となっている。  

このため，道路，公園等都市基盤の整備を図るとともに，水道施設の整備をはじ

め地域の実情や特性を考慮しながら，公共下水道，集落排水施設及び合併処理浄化

槽等の効率的，効果的な整備とその普及促進に努める。また，循環型社会を実現す

るため，ごみの減量化や資源化を図るとともに，広域的・総合的な廃棄物処理施設

の整備を促進する。 

さらに，地域の特性を生かした多様な公園，緑地等の整備を促進するとともに，

広域的な利用を目的とした大隅広域公園の利用促進を図る。 

住宅については，住宅需要に対応した良質な住宅・宅地の供給やストック対策及

び高齢者等に配慮した住環境整備並びに優良な木造住宅の建設促進を図る。 

 

（2）汚水処理施設，廃棄物処理施設等の整備 

 ア 汚水処理施設の整備 

快適な生活を営むための生活環境の改善と，海や河川等の公共用水域の水質保全

を図るため，公共下水道や農山漁村の集落排水施設，合併処理浄化槽等の汚水処理

施設の整備を促進する。 

公共下水道については，鹿屋市，串間市において整備を進めるほか，未着手の市

についても早期の実施を図る。 

農山漁村の集落排水施設については，鹿屋市，垂水市，志布志市，錦江町，南大

隅町等において，改築・更新事業を計画又は整備中であり，事業の実施を推進する。 

また，下水道の計画区域及び他の汚水処理施設の供用開始区域外については，合



- 39 - 

 

併処理浄化槽の整備の促進を図る。 

 

イ 廃棄物処理施設等の整備 

生活水準の向上等により，一般廃棄物が多様化していることから，地域の実情も

勘案し，適正かつ的確な処理体制の確立のため，減量化及び資源化を推進するとと

もに，廃棄物処理施設については，コストの削減を図りつつ，いわゆるストックマ

ネジメントの手法を導入して，施設の計画的かつ効率的な維持管理や更新を促進す

る。 

 

（3）公園等の整備の推進 

垂水市などにおいて都市公園のバリアフリー化や改築を促進するとともに，広域

的な利用を目的とする大隅広域公園の利用促進を図る。 

 

（4）住宅関連対策 

民間住宅については，良好なストックの供給促進を図りつつ，既存ストックの省

エネ・耐震化等の質向上や空き家の適正管理･利活用を推進し，公営住宅等について

は，建替や改善等によるストックの長寿命化や木造化の推進を図る。また，高齢化

に対応したサービス付高齢者向け住宅等の供給を促進するとともに，バリアフリー

などの技術力向上等を図るための情報提供，木造住宅建設技能者の育成支援などに

より，地域の住宅関連産業の育成を推進する。 

 

(5) 生活サービスの持続的な提供 

継続的な集落の維持活性化については，基幹集落を中心として複数の集落で構成

される集落ネットワーク圏において「集約」と「ネットワーク化」を図りながら，

生活の営み（日常生活支援機能）を確保するとともに生産の営み（地場産業）を振

興する市町等の取組を，国等の事業を活用し支援する。 
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また，行政需要が多様化・複雑化し，さらには，急速な少子高齢化や人口減少が

進展する中で，これまでのように公共的なサービスを行政だけで担うことは困難に

なってきていることから，行政だけでなく，地域の自治会，ボランティア，ＮＰＯ，

企業など多様な主体の連携・協力により，地域に必要なサービスを提供する活動の

促進や多機能型の拠点づくり等により，共生・協働による活力ある地域社会づくり

を推進する。 

市街地においては，商業，教育文化，医療福祉などの立地を誘導するとともに，

用途地域などの活用による良好な市街地環境の形成を図るなど，コンパクトなまち

づくりを推進する。  
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６ 医療の確保等 

（1）医療の確保の方針 

地域住民一人ひとりが健康で生き生きと生活できる地域を創造するため，行政や

関係団体が一体となり，個人の主体的な意志で行う健康づくりのみならず，地域住

民の健康づくりを社会的に支援する。 

また，地域住民がいつでもどこでも適切な医療サービスを受けることができる安

心・安全な医療の提供を目指して，総合的な施策の推進に努めることにより，どこ

に住んでいても，医療ニーズに応じて，いつでも安心・安全で質の高い医療サービ

スを受けられる地域社会の形成を図る。 

東部地区においては，宮崎県立日南病院を中核医療機関とし，串間市，日南市（南

郷区域）を含む二次医療圏の医療提供体制の充実を図る。 

 

（2）医療の確保を図るための方策 

「健康かごしま２１」及び「健康みやざき行動計画２１」に基づく施策を展開し，

地域住民の健康づくりに関する意識の向上と取組を促進する。 

また，保健と医療の機能を集積した県民健康プラザにおいて，地域住民に積極的

に健康づくりを行う場を提供し，地域住民の健康の保持・増進を図るとともに，健

康増進センターを中核とした，市町の保健センター等への支援体制を構築する。 

また，地域の総合的な医師確保対策を図るため，医師修学資金の貸与や臨床研修

医等の本地域内定着に向けた研修体制の充実を図るとともに，看護職員確保対策の

推進など，医療従事者の確保に努める。 

医療提供体制については，地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と

連携を適切に推進するため，地域医療構想を策定するとともに，地域において，医

療関係者等の協力の下，地域の実情に応じて，脳卒中などの疾病別，周産期医療，

小児医療などの事業別及び在宅医療の医療連携推進体制の整備を図る。また，地域

における医師不足に対する効率的・安定的な医師派遣体制の構築に係る施策の推進
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を図る。 

さらに，へき地医療や救急医療の充実・強化については，無医地区等の医療の確

保のため市町が設置するへき地診療所の運営及び施設・設備の整備を支援する。ま

た，鹿児島県においては，へき地診療所等への代診医の派遣を行うへき地医療拠点

病院の活動を支援し，宮崎県においては，日南市（南郷区域），串間市において，

巡回診療を計画的に実施する。 

このほか，ドクターヘリを活用した救急医療体制の確保・充実のため，搬送元医

療機関及び搬送先医療機関等，関係機関の連携強化に努める。 
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７ 高齢者の福祉その他福祉の増進 

(1）高齢者の福祉その他福祉の増進の方針 

高齢者の主体的な健康づくりの取組や，その豊富な知識，経験，技能を生かした

社会参加による，生きがいづくりに取り組めるような環境整備を推進するとともに，

高齢者等ができる限り住み慣れた地域や家庭の中で安心して暮らしていけるよう，

「鹿児島すこやか長寿プラン２０１５」及び「宮崎県高齢者保健福祉計画」に基づ

き，在宅・施設サービス基盤の充実や，地域包括ケアシステムの構築を推進する。 

また，核家族化の進行や地域の連帯意識の低下，就労形態の多様化などによる保

育ニーズの多様化や，子ども同士のふれあい不足といった課題に対応するため，児

童福祉の充実や地域ぐるみでの児童の健全育成を促進する。 

さらに，「鹿児島県障害者計画」及び「宮崎県障がい者計画」に基づき，障害の

有無にかかわらず，すべての人が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を

目指して「ノーマライゼイション」の理念のもとに，障害者の社会への参加，参画

に向けた施策の一層の推進を図る。 

このほか，結婚や子育ての相談体制の充実をはじめ，出会いの場の創出，多子世

帯の経済的負担軽減等の対策を講じるなど，結婚，妊娠・出産，子育てのライフス

テージに応じた切れ目のない支援を行い，安心して子どもを生み育てられる環境づ

くりを推進する。 

 

（2）高齢者の福祉の増進を図るための対策 

 ア 高齢者の社会参加の推進 

高齢者が長年の経験の中で培った知識や技能を生かして積極的に社会参加し，生

きがいのある生活を送るとともに，地域社会の担い手として，地域づくり，健康づ

くり等への主体的参加を推進するため，「すこやか長寿社会運動」の展開や，老人

クラブの育成及び活性化を支援する。 

また，地域の福祉ニーズに対応した福祉サービスを自ら提供できる福祉拠点づく
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りの推進や，シルバー人材センターの設置，運営等の就労対策の充実に努める。 

 

イ 地域包括ケアシステム構築の推進 

重度な要介護状態となっても，住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを，人生の

最期まで続けることができるために，日常生活の場において，医療・介護・予防・

住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムが，各地域の実情に

応じたかたちで構築されるよう努める。 

また，認知症の予防，早期診断・早期対応のシステムを構築するとともに，認知

症高齢者が尊厳を保ち穏やかな生活を送り，また，その家族も安心して社会生活を

営むことができるよう支援の充実を図る。 

 

 ウ 介護給付適正化の推進等 

介護保険制度については，介護保険財政の安定的な運営を図るため，市町が行う

介護予防やケアプランチェック等の介護給付適正化の取組を支援する。 

 

エ 高齢者に適した住環境の形成促進 

特別養護老人ホーム等の介護サービス基盤の整備を促進するとともに，老朽化が

進んでいる養護老人ホーム等は改築に努め，入所者の安全確保及び生活環境の改善

を図る。 

また，高齢者がゆとりを持って心豊かに暮らせるよう，高齢者向けの住宅建設や

普及啓発など，住みよいまちづくりを促進する。 

 

 オ 人材の育成・確保 

さらに，高齢者が質の高い保健・医療・福祉に関するサービスを適時，的確に受

けられるようにするため，これらのサービスに従事する人材の育成・確保を図る。 
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（3）児童福祉・障害者福祉その他の福祉の増進を図るための対策 

保育ニーズの多様化に対応した保育対策の促進や，老朽保育所の改築等や保育所

の整備を促進する。さらに，児童虐待をはじめとした社会的養護を必要とする要保

護児童等への対応については，里親及びファミリーホーム又は児童養護施設等にお

ける家庭的養護の推進を図り，児童福祉の増進に努める。 

また，障害者の自立と社会参加を推進するため，障害者が安心して生活できる福

祉のまちづくりを推進するとともに，障害者を取り巻く環境が大きく変わりつつあ

る中で，年齢や障害種別等に関わりなく，できるだけ身近なところで必要なサービ

スが受けられるような拠点づくりや在宅福祉サービスの充実を図るなど，サービス

の量の確保に努める一方，障害の種別，障害の重度・重複化に対応したきめ細かい

事業展開を図りながら，サービスの質の向上を促進する。 

このほか，地域における民間福祉活動の推進のため，ボランティアの育成や地域

福祉活動の中核的役割を担う市町の社会福祉協議会の基盤強化と活性化に努める。 

 

（4）安心して子どもを生み育てるための対策 

安心して，結婚，妊娠・出産，子育てができるよう，結婚や子育ての相談体制の

充実をはじめ，出会いの場の創出，多子世帯の経済的負担軽減等の対策を講じるな

ど，結婚，妊娠・出産，子育てのライフステージに応じた切れ目のない支援を行う。 

特に，平成 27年３月に策定した平成 27年度から平成 31年度までの５年間を計画

期間とする両県の「子ども・子育て支援事業支援計画」に基づき，保育所の待機児

童の解消を図るなど，安心して子どもを生み育てられる環境づくりに努める。 

また，広報誌や労働セミナー等を通じ，ワーク・ライフ・バランスという考え方

の普及・啓発を図るとともに，仕事と家庭の両立支援や労働時間対策に関する各種

助成制度等の周知を図るほか，仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を

登録し，広く県民に紹介することで，社会的に評価される仕組みをつくり，企業が

行う，子育てを含む仕事と家庭の両立支援に対する自主的な取組を促進する。  
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８ 教育及び文化の振興 

（1）教育及び文化の振興の方針 

鹿児島県域においては，「あしたをひらく心豊かでたくましい人づくり」を基本

目標として，「知・徳・体の調和がとれ，主体的に考え行動する力を備え，生涯に

わたって意欲的に自己実現を目指す人間」と「伝統と文化を尊重し，それらを育ん

できた我が国と郷土を愛する態度を養い，これからの社会づくりに貢献できる人間」

の育成を図る。 

宮崎県域においては，「未来を切り拓く 心豊かでたくましい 宮崎の人づくり」

をスローガンとして，「夢や希望を抱き，生涯にわたって自己実現を目指す人」，

「ふるさとを愛し，地域や社会の発展に主体的に参画する人」，「グローバルな視

野をもって活動する人」の育成に取り組む。 

生涯学習推進については，県下全域を生涯学習のキャンパスとする「かごしま県

民大学」構想の充実を図るため，かごしま県民大学中央センターを中核として，市

町・大学・ＮＰＯ等との連携を強化しながら，調査・研究，学習機会の提供及び指

導者育成，学習情報の提供等を推進する。東部地区においては，多様化する学習ニ

ーズに応え，いつでも，どこでも学ぶことができる学習環境の整備を図るため，公

民館，各公共施設を拠点として，市町・大学・ＮＰＯ等との連携を強化しながら，

学習機会の提供及び指導者育成，みやざき学び応援ネット等による学習情報の提供

等を推進する。 

学校教育においては，知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成を目指し，学力

の向上，心の教育の充実，健康の保持増進や体力の向上，食育の推進，生徒指導の

充実，教職員研修の改善充実等により学校教育の充実を図るほか，学校の施設設備

については，安全・安心な学校づくりを促進する。このほか，東部地区においては，

地域に密着した魅力と活力ある高校づくりのために県立高等学校の取組に対して支

援するとともに，安全教育の充実を図る。 

社会教育においては，家庭教育の自主性を尊重しつつ，地域ぐるみで子育てを支
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援する基盤の整備に努めるとともに，家庭教育を支援するための学習機会の提供や

相談体制の整備，家庭教育に関する情報の提供などを行い，家庭の教育力の向上を

図る。 

文化の振興については，個性豊かな地域文化を創造するため，地域住民が文化に

親しむ環境の整備や，文化活動の促進，文化財の保存活用を図る。 

さらに，地域住民の健康やスポーツに対するニーズの多様化・高度化に対応し，

生涯にわたる健康づくり，スポーツ活動を一体的に促進するとともに，明るく健康

で充実した生活を送ることができるよう，日常生活におけるスポーツ・レクリエー

ション活動の普及・促進を図る。このため，コミュニティスポーツクラブの設置促

進・育成に努める。東部地区においては，地域住民が主体となって，気軽にスポー

ツが楽しめる総合型地域スポーツクラブの設立を促進し，クラブの活性化に向けた

支援に努める。 

 

（2）地域振興に資する多様な人材の育成 

 ア 学校・社会教育における人材育成 

専門高校が地域の抱える課題の解決を目指して，地域（地域行政，商工会，事業

所，ＮＰＯ法人，小中学校，大学・短大等）と協働して実践的な取組を行うことに

より，将来の地域の産業を担い，人間性豊かな創造力を持った地域貢献に資する人

材の育成に努める。 

また，全国から生徒募集する楠隼中高一貫教育校において，全寮制で全人教育を

行うことにより多様な人材を育成するとともに，地域における体験活動等を通して

地方での人材育成を行うほか，東部地区においては，日南市や串間市において取り

組まれている小中一貫教育や小中連携による教育の推進を通して，地域の課題解決

に参画する人材育成を行う。  

社会教育においては，指導者養成研修会を実施し，地域での活動の中核となり，

コーディネートできる中高校生のリーダーや大人の指導者を養成するとともに，東
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部地区においては，人材育成支援の機能を持つ施設として宮崎県教育研修センター

の機能充実を図る。 

また，生涯学習で学んだ成果を地域づくりに生かし，生涯学習のリーダーとなる

人材を育成する。 

さらに，学校のニーズに応じて支援活動を行う人材を育成し，地域全体で子ども

を守り育てる環境づくりを推進する。 

 

イ 農林水産業における人材育成 

農業においては，青少年，農業者及び農村地域の指導者等に対し，農業及び農村

生活に関する高度な知識及び技術を習得させ，次代の農業及び農村を担う優れた農

業者及び農村地域の指導者等を育成することを目的として設置した両県の県立農業

大学校において，今後も，魅力ある農大づくりをはじめ入校生の確保を図りながら，

新規就農希望者や離職者等の就農希望者を対象とした各種研修会の開催や，研究施

設等での受入れ支援による人材育成・就農支援を図る。  

林業については，ＵＩＪターン者等を対象にした「鹿児島きこり塾」の開催や，

（公社）宮崎県林業労働機械化センターによる支援などにより，新規就業に必要な

技能を習得させるとともに，就業相談の窓口設置などにより，林業への就業を支援

し，森林整備や木材生産を担う人材を育成する。 

水産業については，活力ある漁村社会を築くため，「ザ・漁師塾」や「漁業実務

体験研修」において，就業に必要な知識等を題材とした講習と実践的な漁業研修を

行い，新規漁業者の確保を図る。 

 

（3）教育・文化施設等の整備 

 ア 学校教育・社会教育の充実 

児童生徒の安全・安心な教育環境の確保を図るため，老朽化している校舎の新築

や増改築，改修など市・町立小中学校施設設備の計画的な整備を促進するとともに，
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県立学校施設設備の計画的な整備を推進する。このほか，東部地区においては，連

携型中高一貫教育校を開設するとともに，学校再編に伴う中学校施設の改修等を実

施する。 

また，地域住民の学習活動の拠点となる公民館や図書館等の整備促進に努めると

ともに，学習情報提供システムの整備等を進め，生涯学習ネットワーク化を促進す

る。 

さらに，地域住民が気軽に多様なスポーツ活動に取り組めるよう，指導者の養成，

団体の育成等に努めるほか，身近なスポーツ施設等の整備充実が図られるよう配慮

する。 

 

イ 鹿屋体育大学の充実 

我が国唯一の国立の 4年制体育大学である鹿屋体育大学については，競技スポー

ツ，生涯スポーツ及び武道の振興並びに健康増進センター等との連携による健康の

保持増進といった教育研究内容の充実とともに，国際交流及び大学開放事業の促進

を図る。また，発育発達段階に応じた科学的トレーニング方法の開発・研究を行う

スポーツトレーニング教育研究センターについて，教育研究機能の一層の充実を図

る。 

 

（4）地域文化の振興 

文化芸術が彩る地域づくりを目指して，地域住民が様々な文化芸術に親しむこと

ができるよう，自主的な文化活動の成果を発表・展示する機会や，学校等でのアウ

トリーチ活動など多様な形での芸術鑑賞機会の拡充に努めるとともに，様々な文化

交流活動を促進する。 

また，文化施設等の相互の連携及び運営の充実，文化情報提供機能の強化などに

努めるほか，市町，文化団体等と一体となって，文化を通したひとづくり・まちづ

くりを進める。 



- 50 - 

 

さらに，国指定史跡志布志城跡について，城下の名勝など他の歴史的資産と一体

化した街づくりを計画的に進めるなど，文化財の保存活用を地域活性化の一つのモ

デルとするとともに，本地域の貴重な国・県指定の史跡や天然記念物を広域的かつ

一体的に整備し，住民が広くふるさとの歴史や伝統的な文化に慣れ親しみ，学習や

憩いの広場となるよう，その活用を積極的に進める。 

国指定重要文化財である旧吉松家住宅については，文化財を通じた情報発信を行

うとともに，交流活動の拠点として文化公演や展示会等を実施するなど，その活用

を積極的に進める。 
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９ 地域間交流の促進 

（1）地域間交流の促進の方針 

我が国の人口は，平成 20年をピークに減少に転じ，今後，さらに急激な人口減少

が想定されている中で，地理的条件に恵まれない半島地域にあっては，外部からの

交流人口を増加させ，地域の活性化を図ることが極めて重要となる。 

幸い，本地域は世界に誇る活火山・桜島や本土最南端の地・佐多岬など，数多く

の風光明媚な景勝地や観光スポットを有するとともに，古来より連綿として伝承さ

れてきた伝統芸能などの文化的所産や地域の特色を反映した個性あるイベント，さ

らには全国屈指の農畜林水産業など，この地域ならではの多様で魅力に溢れた多く

の地域資源に恵まれている。 

また，ゆったりとした時間の流れる農山村のスローライフや，地域伝統のスロー

フードは人のこころを癒し，人間性を再生する機能等も有しており，今日その価値

が改めて見直されている。 

このため，こうした資源や機能等を効率的かつ最大限に生かしながら，本地域の

自然や文化，農林水産業に直に触れる人々の拡大を目指して，広域的な観光ルート

の確立や体験型・滞在型観光等の展開に努め，都市と農山漁村との交流や生産者と

消費者の交流，いわゆる産直交流などを積極的に推進する。 

また，県際交流の取組を支援するほか，アジア・太平洋農村研修村を活用しなが

ら，国際交流・協力活動の積極的な推進を図る。 

さらに，本地域と他地域を結び，人やものの交流の基礎となる各種交通体系の整

備に努めるとともに，インターネットなどの高度情報通信ネットワークを活用して

地域の魅力を情報発信する。 

このほか，観光客をもてなすホスピタリティの向上や道路標識等の改善，姉妹都

市等との交流の活発化を図る。 

 

（2）地域間交流の促進のための方策 
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変化に富んだ海岸線や河川，眺望に恵まれた高原や岬等の優れた自然環境や農林

水産業等の特色ある地域資源を生かして，他地域とも連携した広域的な観光ルート

の確立等を図るとともに，魅力ある観光地づくりや滞在型観光の振興を図る。 

農村集落と大学やＮＰＯなど地域外の多様な主体とが協働で取り組むむらづくり

や日本型直接支払制度を活用した地域資源の保全を推進するとともに，かごしまグ

リーン・ツーリズム協議会やみやざきグリーンツーリズム協議会等と連携し，地域

資源の発掘及び情報発信を行うとともに，グリーン・ツーリズム等の受け入れ体制

の充実・強化を図り，都市と農村の交流を促進する。 

また，大都市圏の定年退職者等のＵＩＪターン等による新規就農に対応し，地域

での受入体制の整備並びにその技術及び能力の活用を促進する。さらに農業者はも

とより，その他の地域住民及び都市住民も潤いと安らぎを享受することができる農

村社会を実現するため，集落排水施設等の生活環境の整備を進めるとともに，自然

環境と調和した田園空間の整備を促進する。 

また，歴史的・地理的なつながりなどの深い，曽於郡東部地区と串間市等との県

際交流圏の形成への取組を支援するとともに，アジア・太平洋農村研修村の拠点施

設であるアジア・太平洋農村研修センターの各種機能や，民族館の体験機能を生か

し，民間の国際交流団体や関係地域との連携を図りながら，アジア・太平洋諸国を

はじめとする海外諸国との国際交流・協力活動を促進する。 

さらに，九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を踏まえ，本地域と他地域を結び，

人やものの交流の基礎となる道路や港湾など各種交通体系の整備に努める。 

加えて，やすらぎと潤いを醸し出す美しい農山漁村景観の維持・保全に努めると

ともに，都市住民の農林水産業・農山漁村に対する理解を促進し，地域の活性化を

図るため，インターネットなどの高度情報通信ネットワークを通して，観光をはじ

め特産品や自然，さらには歴史と伝統や新しい感性を生かした弥五郎どん祭りやか

のやばら祭り，都井岬火まつり，ジャカランダまつり等の特色あるイベントなど，

本地域の有する様々な魅力や情報を他の地域へ積極的に発信する。 
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このほか，豊富な食材に比べて僅少な土産品の開発を促進するとともに，親切で

分かりやすい案内標識等の整備や情報提供に取り組むなど，受入体制の充実を図る。

また，観光客を温かく親切にもてなすホスピタリティの向上や，姉妹都市盟約など

を締結している国内外のまちとの交流の一層の活発化と新たな姉妹都市の選定など

を通じて，地域間交流の促進を図る。  
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10 国土保全施設等の整備及び防災体制の強化 

（1）災害防除の方針 

本地域は，その多くがシラスなどの災害に弱い特殊土壌に覆われていることに加

え，台風銀座と呼ばれるほどの台風常襲地帯に位置している。 

また，三方を海に囲まれ，高潮や津波に対して脆弱であることや，近年，国内外

で大きな地震や津波が相次いで発生し，域内でも７市町が南海トラフ地震津波避難

対策特別強化地域の指定を受けるなど，住民の危機意識も高まっていることなどか

ら，改めて災害に強い安全な地域づくりを目指すことが必要である。 

このため，河川改修や海岸保全対策を推進し浸水被害地域の解消を図り，砂防事

業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊対策事業を実施して，土砂災害危険箇所の解

消を図るとともに，要配慮者利用施設や近年大きな被害を受けた地域の保全につい

ては，重点施策としてその推進を図る。 

また，土砂災害防止法を受けて国が定めた基本方針に基づき，基礎調査を行い，

関係市町と連携して土砂災害警戒区域等の指定を進める。 

さらに，施設の耐震化や情報技術を活用して住民と行政が相互に情報を共有でき

るシステムの整備等や既存施設の長寿命化計画の策定を促進する。 

その他，「災害に強い県土づくり」を推進するため，地域ぐるみの避難体制の確

立や情報伝達体制の整備などを促進するとともに，住民の防災意識の高揚に努める。

また，消防施設・設備等消防力の充実強化を促進し，住民の安全確保に努める。 

 

（2）災害防除のための国土保全施設等の整備 

かけがえのない生命や貴重な財産を守るため，災害に事前に備えることが最も大

切であることから，高齢者などのいわゆる災害時における「要配慮者」対策をはじ

め，緊急時の行政の対応の在り方や，地域の防災意識の向上といったソフト面の対

策と並んで，国土保全施設等のハード面の整備を計画的に推進する。 

具体的には，河川氾濫による災害を未然に防止し，流域の安全性を高めるため，
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肝属川について，支川姶良川の改修やシラス堤強化対策等促進するとともに，雄川，

甫木川，天神川などの河川改修を行う。また，福島川などにおいては，津波対策を

行う。 

また，災害が発生するおそれのある箇所については，地域の実情を踏まえた環境

保全対策のもと，生態系や景観を考慮した砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地

崩壊対策事業等や，がけ地近接等危険住宅移転事業，保安林の復旧整備を図る治山

事業及び海岸災害を未然に防止するための海岸保全施設の整備を計画的に推進し，

国土の保全や災害の防止を図る。 

また，戦時中に築造された防空壕等については，特殊地下壕等対策事業による埋

戻し等の対策を促進し，住民の安心・安全を確保する。 

さらに，災害に強い交通基盤の形成を目指し，緊急輸送道路の整備や道路防災対

策の推進を図る。 

このほか，建物の耐震化については，阪神・淡路大震災において死者の大半が家

屋倒壊等による圧死や窒息死であったことなどの教訓を踏まえ，県有の防災拠点施

設や避難救護施設を優先的に整備するとともに市町や民間の建築物についても，各

種機会をとらえて耐震改修の普及・啓発に努め，本地域全体の建築物の耐震性向上

を図る。 

また，情報技術を活用した災害に関する情報収集・整理，伝達体制を整備し，住

民と行政が相互に情報を共有できるシステムの整備等を促進する。 

 

（3）防災体制の強化 

市町，消防，県等で情報を収集・共有し，併せて，住民に迅速に情報を伝達する

ためにＬアラートを活用するシステムの整備を図る。 

また，台風や豪雨，地震，火山等の災害に対する地域住民の防災意識の高揚に努

めるとともに，災害危険箇所の把握・公表，自主防災組織の育成強化，地区防災計

画の作成支援等を実施する。 
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さらに，消防需要に応じた消防力の充実強化を図るため，消防施設・設備の整備，

消防団の活性化，救急業務の高度化等を積極的に促進するほか，石油コンビナート

等特別防災区域の志布志地区における特殊災害の未然防止に努める。 

さらに，交番・駐在所等を地域における「生活安全センター」として機能させる

ため，施設の建替え，警察車両の配備による機動力の強化，地域住民の自発的な地

域安全活動への支援などを進め，地域の安全性の向上を図る。 

特に，近年，子どもを対象にした凶悪犯罪が多発していることから，市町，学校，

地域社会，警察などと連携を密にして子どもの安全対策に積極的に取り組む。 
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11 桜島火山との共存 

（1）桜島火山との共存の方針 

地域の人々と極めて深い関わりを持つ桜島火山との共存を実現するうえから“火

山を知り，火山とともに生き，火山を生かす”ための施策を総合的に展開する。 

 

（2）“火山を知る”ための施策の推進 

鹿児島地方気象台，京都大学防災研究所附属火山活動研究センター桜島火山観測

所及び鹿児島大学等との緊密な連携を図り，情報収集等を行うとともに，降灰量調

査など観測の継続を図る。 

 

（3）“火山とともに生きる”ための施策の推進 

火山活動の下での住民生活，産業活動を維持し，“火山との共存”を実現するた

め，住民の健康対策はもとより，道路等公共施設や農地の降灰除去対策，野尻川等

における砂防，治山事業を積極的に推進するとともに，水資源の確保を図りながら，

降灰に対応した土壌矯正及び被覆・洗浄施設の整備等の防災営農対策をはじめ，し

いたけほだ木保全等の防災林業対策や海面環境保全等の防災漁業対策等の積極的な

推進を図る。 

また，降灰に配慮した快適な住まい，住環境づくりに努めるとともに，桜島及び

その周辺の国・県道，港湾設備について整備促進を図る。 

 

（4）“火山を生かす”ための施策の推進 

火山噴出物の利用等の方策についての検討を各分野の協力の下に進める。また，

これらと併せて，桜島や海潟の温泉を活用し，この地域の活性化を図る。 
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12 自然環境・地域環境の保全等 

（1）自然環境・地域環境の保全等の方針 

霧島錦江湾，日南海岸，高隈山などの自然公園について，社会的条件の変化に対

応しつつ，適正な保護・利用を図るとともに，引き続き，ウミガメや鳥獣等の保護

に努める。 

また，鹿児島県環境基本計画及び宮崎県環境計画に基づく総合的な対策とともに，

各地域の現況に適合した環境保全対策を講じる。 

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業については，適正な環境影響評

価を実施するとともに，適切な環境保全対策を講じる。 

 

（2）自然環境の保全 

霧島錦江湾国立公園，日南海岸国定公園，高隈山県立自然公園などの適正な保護・

管理とともに，都井岬の馬，幸島の猿，佐多岬のソテツやサンゴなど貴重な野生生

物の保護に努めるなど，自然環境の保全を図る。 

また，稲尾岳，木場岳周辺において，照葉樹林とのふれあい，森林や林業への理

解，自然環境の保全への意識の高揚を目的として，平成 14年３月に「照葉樹の森」

が開園されたことから，この貴重な照葉樹林について，適正な保護・管理を行い，

自然環境の保全を図る。 

 

（3）地域環境の保全と管理 

大気，水質等の環境を将来にわたって良好に保全するため，それぞれの地域の状

況に適合した環境保全対策を進める。特に，鹿児島湾の水質保全を図るため，鹿児

島湾ブルー計画に基づく総合的な環境保全対策を進める。 

開発を進めるに当たっては，あらかじめ環境に与える影響を十分に検討するなど，

環境保全に配慮するとともに，新たな産業立地についても適切な環境保全対策を講

じるなどして公害を防止し，潤いとやすらぎのある快適な環境の形成に努める。 


